
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度成年後見制度利用促進施策に 

係る取組状況調査結果（概要版） 
 

 

 

 

 

１．調査概要 

全国の自治体（1,741市区町村、47都道府県）を対象に、第二期成年後見制度利用

促進基本計画を踏まえた施策の取組状況について調査を行った。 

 

２．調査結果 

調査時点：令和６年４月１日時点（一部設問を除く） 

※ データについては、精査中であり、今後変更がありうる。 
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社会・援護局 地域福祉課 成年後見制度利用促進室 

社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室 

老健局 認知症施策・地域介護推進課 
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（１）中核機関について  

① 中核機関の整備状況  

 

 

中核機関の整備状況 ※経年比較 

 
 

人口規模別 中核機関の整備状況 ※令和６年４月１日時点 

 

68.2

(1,187)

61.5

(1,070)

53.7

(935)

2.5

(44)

9.9

(172)

6.3

(110)

9.1

(158)

2.9

(51)

3.4

(59)

1.2

(21)



0.4(7)





0.2(3)





11.5

(201)

13.2

(229)

16.8

(293)

1.0

(17)

0.5

(9)

1.0

(18)

9.0

(157)

12.1

(210)

15.6

(272)

0 20 40 60 80 100

令和６年４月１日

（N=1,741）

令和５年４月１日

（N=1,741）

令和４年４月１日

（N=1,741）

整備済み

R4,R5年度 整備予定

R6年度 整備予定

R7年度 整備予定

R8年度 整備予定

R9年度 整備予定

未定：行政内部で検討中

未定：審議会、整備委員会等の合議体において検討中

未定：具体的な検討なし

％

10.3(179) 21.5(375)

12.8(223) 25.7(448)

12.8(223) 33.5(583)

55.0

(291)

69.8

(483)

72.8

(174)

82.9

(204)

100.0

(35)

6.8

(36)

6.6

(46)

7.1

(17)

4.5

(11)



2.6

(14)

3.3

(23)

5.9

(14)

3.3

(8)



0.4(2)

0.3(2)

0.4(1)

0.8(2)



0.4(2)

0.1(1)







14.7

(78)

12.9

(89)

7.5

(18)

6.5

(16)



1.7

(9)

0.6

(4)

1.3

(3)

0.4(1)



18.3

(97)

6.4

(44)

5.0

(12)

1.6

(4)



0 20 40 60 80 100

１万人未満

（N=529）

１～５万人未満

（N=692）

５～10万人未満

（N=239）

10～50万人未満

（N=246）

50万人以上

（N=35）

整備済み

R6年度 整備予定

R7年度 整備予定

R8年度 整備予定

R9年度 整備予定

未定：行政内部で検討中

未定：審議会、整備委員会等の合議体において検討中

未定：具体的な検討なし

％
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②中核機関（１,１８７自治体）について  

 

ア．運営主体 

 

中核機関の運営主体 

（中核機関を整備済みの自治体のみで集計） 

 

 

中核機関の委託先内訳 

（中核機関の運営主体が「委託等」または「直営・一部委託等」の自治体のみで集計） 

委託先 委託している機関数 

社会福祉法人 541 

 うち、社会福祉協議会 518 

NPO 法人 20 

一般社団法人 12 

公益社団法人 0 

その他 14 

※１自治体で複数の機関に委託している場合や、複数の自治体が１つの機関に委託している場合がある。 

※重複を含む。 

 

イ．中核機関の整備圏域 

 

中核機関の整備圏域 

（中核機関を整備済みの自治体のみで集計） 

 

  

29.0

(344)

17.4

(206)

53.7

(637)

0 20 40 60 80 100

N=1,187

直営 直営+一部委託等 委託等

％

75.6

(897)

6.7

(80)

5.8

(69)

3.4

(40)

2.0

(24)

1.3

(15)

5.2

(62)

0 20 40 60 80 100

N=1,187

市町村圏域

広域連合・一部事務組合の広域圏域(介護保険や後期高齢者医療など)

定住自立圏構想の広域圏域

連携中枢都市の広域圏域

老人福祉圏域・障害保健福祉圏域・医療圏域(各法に基づき、都道府県が定める広域圏域)

家庭裁判所の支部・出張所単位

その他

％％
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ウ．権利擁護の相談支援機能に関する取組 

 

権利擁護の相談支援機能に関する取組（複数回答） 

（中核機関を整備済みの自治体のみで集計） 

 
 

エ．権利擁護支援チーム形成支援機能に関する取組 

 

権利擁護支援チーム形成支援機能に関する取組（複数回答） 

（中核機関を整備済みの自治体のみで集計） 

 
  

98.3

(1,167)

50.9

(604)

44.0

(522)

79.0

(938)

6.1

(72)

0.6

(7)

0 20 40 60 80 100

窓口での各種相談対応(他の支援への

つなぎ・専門職の紹介を含む)の実施

施設等への出張相談の実施

専門職による相談会の開催

各種ケース会議等への出席

その他

実施していない
N=1,187

％

75.7

(899)

74.3

(882)

62.8

(746)

2.2

(26)

15.2

(181)

0 20 40 60 80 100

権利擁護支援の方針の検討

（検討会議の開催等を含む）

適切な申立ての調整（申立人の調整・各種書類の

収集・申立書に記載する情報整理等を含む）

受任者調整を含むチーム体制づくり（受任調整会議

の開催・一時的な支援の調整等を含む）

その他

実施していない
N=1,187

％
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オ．権利擁護支援チームの自立支援機能に関する取組 

 

権利擁護支援チームの自立支援機能に関する取組（複数回答） 

（中核機関を整備済みの自治体のみで集計） 

 
 

カ．地域連携ネットワークの強化に係る取組 

 

地域連携ネットワークの強化に係る取組（複数回答） 

（中核機関を整備済みの自治体のみで集計） 

  

57.8

(686)

59.4

(705)

71.2

(845)

41.6

(494)

1.9

(23)

23.8

(282)

0 20 40 60 80 100

チーム開始の支援(後見人等の参加する

支援会議の開催等を含む)

チームへの必要に応じたバックアップ

後見人等やチーム関係者からの各種相談への対応

支援の見直しに係る検討・調整（後見人等の

交代・類型変更の検討や調整を含む）

その他

実施していない
N=1,187

％

96.9

(1,150)

40.2

(477)

43.0

(510)

76.5

(908)

44.7

(530)

16.9

(201)

40.5

(481)

25.0

(297)

51.2

(608)

59.1

(701)

1.9

(22)

1.3

(15)

0 20 40 60 80 100

成年後見制度や権利擁護支援に関する周知・啓発

（研修の開催等を含む）

受任イメージの共有（関係者との模擬事例の検討等を含む）

意思決定支援の理解の浸透

中核機関と各種相談支援機関との連携強化

（事例検討や支援の振り返り・つなぎ方の確認等を含む）

市民後見人の育成

法人後見実施団体の育成

市民後見人の活動支援（修了者のフォローアップを含む）

法人後見実施団体の活動支援

受任者調整のしくみづくり

家庭裁判所との連携体制の確保

その他

上記のいずれの取組にも関わっていない N=1,187

％
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③中核機関未整備自治体について  

 

ア．関係団体等との調整状況 

 

関係団体等との調整状況（複数回答） 

（中核機関の整備予定が未定の自治体のみで集計） 

 
 

イ．中核機関整備の方向性（設置区域） 

 

中核機関整備の方向性 

（中核機関が未整備の自治体のみで集計） 

 
 

  

17.3

(65)

1.9

(7)

0.8

(3)

23.2

(87)

62.4

(234)

0 20 40 60 80 100

委託予定先と調整中

専門職団体と調整中

家庭裁判所と協議中

その他の関係機関・団体と調整中

調整はしていない
N=375

％

80.7

(447)

5.4

(30)

4.2

(23)

0.5

(3)

0.9

(5)

0.9

(5)

7.4

(41)

0 20 40 60 80 100

N=554

市町村圏域

広域連合・一部事務組合の広域圏域(介護保険や後期高齢者医療など)

定住自立圏構想の広域圏域

連携中枢都市の広域圏域

老人福祉圏域・障害保健福祉圏域・医療圏域(各法に基づき、都道府県が定める広域圏域)

家庭裁判所の支部・出張所単位

その他

％
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ウ．中核機関の整備に向けた主な課題 

 

中核機関の整備に向けた主な課題（複数回答） 

（成年後見制度に関する相談窓口を設置しているかつ中核機関の整備予定が未定の自治体のみで集計） 

 
  

53.6

(177)

44.5

(147)

63.3

(209)

22.4

(74)

34.8

(115)

21.5

(71)

26.7

(88)

9.4

(31)

0 20 40 60 80 100

制度利用に関する相談受付はできても、受任者調整など権利擁護支援

チームの形成支援に係るしくみが整えられないため

制度利用に関する相談受付はできても、後見人等からの相談対応など

権利擁護支援チームの自立支援のしくみが整えられないため

自治体内部での調整が必要であるため

広域整備など自治体間での調整が必要であるため

委託予定先との調整が必要であるため

専門職団体や家庭裁判所との調整が必要であるため

財源の確保が難しいため

その他 N=330

％
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（２）市町村計画に関する取組について  
 

①市町村計画の策定状況  

市町村計画の策定状況 ※経年比較 

 
 

市町村計画の策定予定が未定である理由 

 

  

78.0

(1,358)

69.5

(1,210)

62.8

(1,094)

5.7

(100)

10.3

(179)

3.1

(54)

4.0

(69)

1.3

(23)

1.5(26)

0.7(12)



0.7(12)





7.6

(133)

8.2

(143)

9.9

(173)

0.3(6)

0.4(7)

0.5(8)

8.7

(152)

11.5

(200)

15.2

(264)

0 20 40 60 80 100

令和６年４月１日

（N=1,741）

令和５年４月１日

（N=1,741）

令和４年４月１日

（N=1,741）

策定済み

R4,R5年度 策定予定

R6年度 策定予定

R7年度 策定予定

R8年度 策定予定

未定：行政内部で検討中

未定：審議会、策定委員会等の合議体において検討中

未定：具体的な検討なし

％

11.6(202) 25.6(445)

10.4(181) 20.1(350)

5.3(92) 16.7(291)

34.9

(53)

47.4

(72)

28.3

(43)

0 20 40 60 80 100

市町村計画を策定する必要性が感じられないため

市町村計画の策定方法が不明であるため

その他
N=152

％
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人口規模別 市町村計画の策定状況 ※令和６年４月１日時点 

 

 

 

②市町村計画の見直しの実施有無  

 

市町村計画の見直しの実施有無 

（市町村計画を策定済みの自治体のみで集計） 

 

  

61.6

(326)

80.1

(554)

89.1

(213)

93.5

(230)

100.0

(35)

4.2

(22)

3.0

(21)

2.1

(5)

2.4

(6)



1.5

(8)

1.6

(11)

2.1

(5)

0.8(2)



1.1(6)

0.6(4)

0.4(1)

0.4(1)



12.5

(66)

7.5

(52)

4.6

(11)

1.6

(4)

0.6

(3)

0.4(3)







18.5

(98)

6.8

(47)

1.7

(4)

1.2

(3)



0 20 40 60 80 100

１万人未満

（N=529）

１～５万人未満

（N=692）

５～10万人未満

（N=239）

10～50万人未満

（N=246）

50万人以上

（N=35）

策定済み

R6年度 策定予定

R7年度 策定予定

R8年度 策定予定

未定：行政内部で検討中

未定：審議会、策定委員会等の合議体において検討中

未定：具体的な検討なし

％

33.3

(452)

44.1

(599)

22.6

(307)

0 20 40 60 80 100

N=1,358

見直しを実施したことがある

見直しを実施したことはない（実施予定あり）

見直しを実施したことはない（実施予定なし）

％
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（３）協議会等について  
 

①協議会等の設置状況、設置予定時期  

 

協議会等の設置状況 ※経年比較 

 
 

人口規模別 協議会等の設置状況 ※令和６年４月１日時点 

  

51.1

(890)

45.2

(787)

38.7

(673)

4.3

(74)

11.8

(206)

6.9

(120)

7.4

(129)

2.5

(44)

3.4

(59)

1.6(27)



0.8(14)





13.2

(229)

12.5

(217)

15.0

(261)

1.3

(23)

1.4

(25)

1.9

(33)

23.3

(406)

27.7

(482)

30.1

(524)

0 20 40 60 80 100

令和６年４月１日

（N=1,741）

令和５年４月１日

（N=1,741）

令和４年４月１日

（N=1,741）

設置済み
R4,R5年度 設置予定
R6年度 設置予定
R7年度 設置予定
R8年度 設置予定
未定：行政内部で検討中
未定：地域の関係団体等が参加する合議体において検討中
未定：具体的な検討なし

％

11.1(193) 37.8(658)

13.2(230) 41.6(724)

14.4(250) 47.0(818)

39.1

(207)

50.3

(348)

56.9

(136)

68.7

(169)

85.7

(30)

5.3

(28)

8.1

(56)

6.3

(15)

7.7

(19)

5.7

(2)

3.0

(16)

2.7

(19)

6.3

(15)

3.7

(9)



0.2(1)

1.3

(9)

0.4(1)

1.2(3)



15.1

(80)

14.2

(98)

12.1

(29)

8.9

(22)



2.3

(12)

1.3

(9)



0.8

(2)



35.0

(185)

22.1

(153)

18.0

(43)

8.9

(22)

8.6

(3)

0 20 40 60 80 100

１万人未満

（N=529）

１～５万人未満

（N=692）

５～10万人未満

（N=239）

10～50万人未満

（N=246）

50万人以上

（N=35）

設置済み

R6年度 設置予定

R7年度 設置予定

R8年度 設置予定

未定：行政内部で検討中

未定：地域の関係団体等が参加する合議体において検討中

未定：具体的な検討なし

％％
％
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②協議会等の設置圏域  

 

協議会等の設置圏域 

（協議会等の合議体を設置済みの自治体のみで集計） 

 
  

71.8

(639)

9.1

(81)

5.6

(50)

4.2

(37)

2.1

(19)
1.0

(9)

6.2

(55)

0 20 40 60 80 100

N=890

市町村圏域

広域連合・一部事務組合の広域圏域（介護保険や後期高齢者医療など）

定住自立圏構想の広域圏域

連携中枢都市の広域圏域

老人福祉圏域・障害保健福祉圏域・医療圏域（各法に基づき、都道府県が定める広域圏域）

家庭裁判所の支部・出張所単位

その他

％
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（４）その他の取組  

 

①任意後見制度の周知・広報の実施状況  

 

任意後見制度の周知・広報の実施状況 

 
 

人口規模別 任意後見制度の周知・広報の実施状況 

 
 

  

68.2

(1,188)

31.8

(553)

0 20 40 60 80 100

N=1,741

実施している 実施していない

％

55.6

(294)

70.1

(485)

79.1

(189)

78.0

(192)

80.0

(28)

44.4

(235)

29.9

(207)

20.9

(50)

22.0

(54)

20.0

(7)

0 20 40 60 80 100

１万人未満

（N=529）

１～５万人未満

（N=692）

５～10万人未満

（N=239）

10～50万人未満

（N=246）

50万人以上

（N=35）

実施している 実施していない

％％
％
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②成年後見制度に関する相談窓口の有無  

 

成年後見制度に関する相談窓口の有無 

 
 

人口規模別 成年後見制度に関する相談窓口の有無 

 

  

96.3

(1,676)

2.0

(35)

1.7(30)

0 20 40 60 80 100

N=1,741

窓口を設置している

窓口の設置を検討している

窓口を設置していない（検討中を除く）

％

92.2

(488)

97.7

(676)

97.9

(234)

98.8

(243)

100.0

(35)

4.0

(21)

1.4

(10)

0.8

(2)

0.8

(2)



3.8

(20)

0.9(6)

1.3(3)

0.4(1)



0 20 40 60 80 100

１万人未満

（N=529）

１～５万人未満

（N=692）

５～10万人未満

（N=239）

10～50万人未満

（N=246）

50万人以上

（N=35）

窓口を設置している

窓口の設置を検討している

窓口を設置していない（検討中を除く）

％
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③成年後見制度や相談窓口の周知状況  

 

成年後見制度や相談窓口の周知状況 

（成年後見制度に関する相談窓口を設置済みと回答した自治体のみで集計） 

 

 
 

成年後見制度や相談窓口の周知状況 

（成年後見制度に関する相談窓口を設置済みと回答した自治体のみで集計） 

 
 

成年後見制度や相談窓口に関する周知・広報を実施していない理由 

 

  

98.9

(1,658)

1.1

(18)

0 20 40 60 80 100

N=1,676

実施している 実施していない

％

96.9

(473)

99.6

(673)

100.0

(234)

100.0

(243)

100.0

(35)

3.1

(15)

0.4(3)







0 20 40 60 80 100

１万人未満

(N=488)

１～５万人未満

(N=676)

５～10万人未満

(N=234)

10～50万人未満

(N=243)

50万人以上

(N=35)

実施している 実施していない

％％％％
％

26.7

(8)

60.0

(18)

16.7

(5)

0 20 40 60 80 100

相談窓口の周知や広報・啓発を実施する必要性が感じられない

ため

適切な周知・広報・啓発物品を保有していないため

その他
N=30

％
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④市民後見人の養成及び活動状況  

 

市民後見人の養成等の実施有無 

 
 

市民後見人等の養成等を実施していない理由 

 
 

 

市民後見人の養成・受任状況 

養成者数（累計） 25,607人  

 うち、法人後見の支援員に従事している人の数 2,687人 （10.5％） 

 うち、日常生活自立支援事業の生活支援員に従事している人の数 3,170人 （12.4％） 

登録者数 9,133人 （35.7％） 

成年後見人等の受任者数 2,038人 （8.0％） 

※養成者数は令和６年４月１日時点までの累計人数、他項目は令和６年４月１日時点の人数を記載。 

※（ ）内は養成者総数 25,607人に対する割合を示す。 

  

27.2

(474)

72.8

(1,267)

0 20 40 60 80 100

N=1,741

令和６年度に実施している（予定を含む） 実施していない

％

23.0

(292)

41.3

(523)

44.1

(559)

0 20 40 60 80 100

市民後見人等の養成等を実施する必要性が感じられないため

市民後見人の実態を把握していないため

その他
N=1,267

％



16 

⑤市町村長申立ての実施状況  

 

市町村長申立ての実施状況（令和５年度の実績） 

 
 

人口規模別 市町村長申立ての実施状況（令和５年度の実績） 

 
 

人口規模別 市町村長申立ての実施有無（令和５年度の実績） 

 
 

  

高齢者
知的

障害者
精神

障害者

令和５年度実績 1,169 9,599 8,100 745 754

令和４年度実績 1,111 9,271 7,803 737 731

令和３年度実績 1,129 9,008 7,608 676 724

年度
市町村長申立ての

実績がある
市町村数

実施件数

全体

内訳

実績ありの
自治体数

実績なしの
自治体数

高齢者
知的

障害者
精神

障害者

１万人未満 155 374 258 212 29 17

１～５万人未満 513 179 1,509 1,238 146 125

５～10万人未満 227 12 1,163 936 118 109

10～50万人未満 239 7 3,939 3,305 288 346

50万人以上 35 0 2,730 2,409 164 157

全　体 1,169 572 9,599 8,100 745 754

人口

市町村長申立ての
実績の有無

実施件数

合計
件数

内訳

29.3

(155)

74.1

(513)

95.0

(227)

97.2

(239)

100.0

(35)

70.7

(374)

25.9

(179)

5.0

(12)

2.8

(7)



0 20 40 60 80 100

１万人未満

（N=529）

１～５万人未満

（N=692）

５～10万人未満

（N=239）

10～50万人未満

（N=246）

50万人以上

（N=35）

実績あり 実績なし

％％％％％％％％％％％％％％％％
％
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⑥成年後見制度の利用に係る申立費用及び報酬の助成の実施状況  

 

ア．助成制度の有無 

○高齢者関係 

高齢者を対象とした申立費用及び報酬助成制度の有無 

 
 

 
 

○障害者関係 

障害者を対象とした申立費用及び報酬助成制度の有無 

 
 

 
  

申立費用助成
及び

報酬助成

申立費用
のみ

報酬助成
のみ

令和６年度 1,703 1,637 9 57 38

令和５年度 1,708 1,628 9 71 33

令和４年度 1,699 1,602 11 86 42

年度
助成制度

あり
助成制度

なし

94.0

(1,637)

0.5

(9)

3.3

(57)

2.2

(38)

0 20 40 60 80 100

N=1,741

申立費用及び報酬助成制度を設けている

申立費用助成制度のみ設けている

報酬助成制度のみ設けている

いずれの助成制度も設けていない

％％

申立費用助成
及び

報酬助成

申立費用
のみ

報酬助成
のみ

令和６年度 1,702 1,645 7 50 39

令和５年度 1,708 1,636 10 62 33

令和４年度 1,703 1,605 15 83 38

年度
助成制度

あり
助成制度

なし

94.5

(1,645)

0.4

(7)

2.9

(50)

2.2

(39)

0 20 40 60 80 100

N=1,741

申立費用及び報酬助成制度を設けている

申立費用助成制度のみ設けている

報酬助成制度のみ設けている

いずれの助成制度も設けていない

％％
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イ．申立費用及び報酬助成制度の要綱等の整備状況・見直しの実施有無 

○高齢者関係 
 

高齢者を対象とした申立費用助成制度に関する要綱等の有無・見直しの実施有無 

（高齢者を対象とした申立費用助成制度がある自治体のみで集計） 

 
 

高齢者を対象とした報酬助成制度に関する要綱等の有無・見直しの実施有無 

（高齢者を対象とした報酬助成制度がある自治体のみで集計） 

 
  

97.6

(1,606)

1.4

(23)

0.7

(12)

0.3

(5)

0 20 40 60 80 100

N=1,646

申立費用助成に関する要綱やマニュアル等がある（報酬助成も含まれる要綱・マニュアルでも可）

要綱やマニュアル等はないが、内部的なルールを定めている

その都度、対応方法を検討している（要綱やマニュアル等なし、内部的なルールなし）

その他

％

28.3

(455)

10.6

(170)

34.7

(557)

26.4

(424)

0 20 40 60 80 100

N=1,606

見直しを実施したことがある（令和４年度以降）

令和６年度中に見直しを実施予定

見直す必要がないため、見直しを実施していない（令和３年度以前に見直した場合を含む）

いずれにも該当しない

％

99.1

(1,678)

0.5

(9)

0.4

(6)

0.1

(1)

0 20 40 60 80 100

N=1,694

報酬助成に関する要綱やマニュアル等がある（申立費用助成も含まれる要綱・マニュアルでも可)

要綱やマニュアル等はないが、内部的なルールを定めている

その都度、対応方法を検討している（要綱やマニュアル等なし、内部的なルールなし）

その他

％

30.8

(516)

11.6

(195)

31.7

(532)

25.9

(435)

0 20 40 60 80 100

N=1,678

見直しを実施したことがある（令和４年度以降）

令和６年度中に見直しを実施予定

見直す必要がないため、見直しを実施していない（令和３年度以前に見直した場合を含む）

いずれにも該当しない

％
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○障害者関係 
 

障害者を対象とした申立費用助成制度に関する要綱等の有無・見直しの実施有無 

（障害者を対象とした申立費用助成制度がある自治体のみで集計） 

 
 

障害者を対象とした報酬助成制度に関する要綱等の有無・見直しの実施有無 

（障害者を対象とした報酬助成制度がある自治体のみで集計） 

 
  

97.3

(1,608)

1.6

(27)

0.7

(11)

0.4

(6)

0 20 40 60 80 100

N=1,652

申立費用助成に関する要綱やマニュアル等がある（報酬助成も含まれる要綱・マニュアルでも可）

要綱やマニュアル等はないが、内部的なルールを定めている

その都度、対応方法を検討している（要綱やマニュアル等なし、内部的なルールなし）

その他

％

28.0

(450)

10.5

(169)

35.5

(571)

26.0

(418)

0 20 40 60 80 100

N=1,608

見直しを実施したことがある（令和４年度以降）

令和６年度中に見直しを実施予定

見直す必要がないため、見直しを実施していない（令和３年度以前に見直した場合を含む）

いずれにも該当しない

％

98.7

(1,673)

0.8

(13)

0.4

(7)

0.1

(2)

0 20 40 60 80 100

N=1,695

報酬助成に関する要綱やマニュアル等がある（申込費用助成も含まれる要綱・マニュアルでも可）

要綱やマニュアル等はないが、内部的なルールを定めている

その都度、対応方法を検討している（要綱やマニュアル等なし、内部的なルールなし）

その他

％

30.8

(515)

11.7

(195)

31.7

(530)

25.9

(433)

0 20 40 60 80 100

N=1,673

見直しを実施したことがある（令和４年度以降）

令和６年度中に見直しを実施予定

見直す必要がないため、見直しを実施していない（令和３年度以前に見直した場合を含む）

いずれにも該当しない

％
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ウ．申立費用及び報酬助成制度の対象 

 

○高齢者関係 
 

高齢者を対象とした申立費用及び報酬助成制度の対象（申立人・類型・資力の状況） 

（高齢者を対象とした申立費用助成制度または報酬助成制度がある自治体のみで集計） 

 
 

○障害者関係 
 

障害者を対象とした申立費用及び報酬助成制度の対象（申立人・類型・資力の状況） 

（障害者を対象とした申立費用助成制度または報酬助成制度がある自治体のみで集計） 

 
 

 

エ．申立費用及び報酬助成件数 ※令和５年度の実績 

○高齢者関係 

 

高齢者を対象とした申立費用及び報酬助成の件数（令和５年度の実績） 

申立費用助成の件数 4,535件 

報酬助成の件数 16,132件 

 

○障害者関係 

 

障害者を対象とした申立費用及び報酬助成の件数（令和５年度の実績） 

申立費用助成の件数 950件 

報酬助成の件数 6,766件 

 

  

市
町

村
長

本
人

親
族

そ
の

他

後
見

保
佐

補
助

生
活

保
護

の
み

生
活

保
護

以
外

も
可

令和６年度 1,696 1,233 1,208 968 1,702 1,688 1,689 13 1,690

令和５年度 1,706 1,178 1,143 937 1,708 1,687 1,685 14 1,694

令和４年度 1,699 1,116 1,095 880 1,699 1,685 1,683 21 1,678

年度

申立人 類型 資力の状況

市
町

村
長

本
人

親
族

そ
の

他

後
見

保
佐

補
助

生
活

保
護

の
み

生
活

保
護

以
外

も
可

令和６年度 1,695 1,233 1,207 948 1,701 1,690 1,690 15 1,687

令和５年度 1,707 1,183 1,150 904 1,708 1,689 1,686 13 1,695

令和４年度 1,702 1,118 1,093 873 1,703 1,686 1,684 16 1,687

年度

申立人 類型 資力の状況
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都道府県調査 
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（１）都道府県による担い手の確保・育成について  
 

①都道府県による担い手の育成方針の策定状況  

 

都道府県による担い手の育成方針の策定状況 

 
 

 

②都道府県における市民後見人養成研修の実施状況  

 

都道府県における市民後見人養成研修の実施状況 

 

  

38.3

(18)

12.8

(6)

25.5

(12)

46.8

(22)

44.7

(21)

2.1

(1)

2.1

(1)





10.6

(5)

12.8

(6)

2.1

(1)

2.1

(1)





0 20 40 60 80 100

令和６年４月１日

（N=47）

令和５年４月１日

（N=47）

策定済み

令和５年度 策定予定

令和６年度 策定予定

令和７年度 策定予定

令和８年度 策定予定

未定：行政内部で検討中

未定：協議会等の合議体において検討中

未定：検討中を除く

％

48.9(23) 12.8(6)

72.3(34) 14.9(7)

34.0

(16)

31.9

(15)

2.1

(1)

14.9

(7)

40.4

(19)

48.9

(23)

10.6

(5)

17.0

(8)

0 20 40 60 80 100

令和６年４月１日

（N=47）

令和５年４月１日

（N=47）

実施している

令和５年度 実施予定

令和６年度 実施予定

実施に向けて検討している

実施していない：検討中を除く

％
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都道府県における市民後見人養成研修を実施していない理由 

 

  

20.0

(1)

0.0

(0)

20.0

(1)

80.0

(4)

0.0

(0)

40.0

(2)

0 20 40 60 80 100

市民後見人養成研修の実施に関する要望が

出されていないため

管内市町村において市民後見人養成研修が

十分に実施されているため

市民後見人の実態を把握していないため

管内市町村との調整が必要であるため

都道府県として市民後見人養成研修を

実施する必要性が感じられないため

その他

N=5

％
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③都道府県における法人後見の担い手養成研修の実施状況  

 

都道府県における法人後見の担い手養成研修の実施状況 

 

 

都道府県における法人後見の担い手養成研修を実施していない理由 

 
  

46.8

(22)

38.3

(18)

8.5

(4)

17.0

(8)

25.5

(12)

34.0

(16)

10.6

(5)

19.1

(9)

0 20 40 60 80 100

令和６年４月１日

（N=47）

令和５年４月１日

（N=47）

実施している

令和５年度 実施予定

令和６年度 実施予定

実施に向けて検討している

実施していない：検討中を除く

％

40.0

(2)

0.0

(0)

40.0

(2)

80.0

(4)

0.0

(0)

40.0

(2)

0 20 40 60 80 100

法人後見の担い手養成研修の実施に関する

要望が出されていないため

管内市町村において法人後見の担い手養成研修が

十分に実施されているため

法人後見の実態を把握していないため

管内市町村との調整が必要であるため

都道府県として法人後見の担い手養成研修を

実施する必要性が感じられないため

その他
N=5

％
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（２）都道府県による取組方針について  
 

①都道府県による取組方針の策定状況  

 

都道府県による取組方針の策定状況 

 
 

 

②都道府県による取組方針の策定方法  

 

都道府県による取組方針の策定方法（複数回答） 

（都道府県による取組方針を策定済みの自治体のみで集計） 

 
  

59.6

(28)

29.8

(14)

21.3

(10)

19.1

(9)

19.1

(9)

4.3

(2)

2.1

(1)



12.8

(6)

14.9

(7)



4.3

(2)

12.8

(6)

0 20 40 60 80 100

令和６年４月１日

（N=47）

令和５年４月１日

（N=47）

策定済み

令和５年度 策定予定

令和６年度 策定予定

令和７年度 策定予定

令和８年度 策定予定

未定：行政内部で検討中

未定：協議会等の合議体において検討中

未定：検討中を除く

％

23.4(11) 17.0(8)

42.6(20) 27.7(13)

25.0

(7)
57.1

(16)
35.7

(10)
7.1

(2)

0 20 40 60 80 100

都道府県単位の協議会を活用して策定

都道府県地域福祉支援計画の一環として策定

他の法定計画の一環として策定

その他 N=28

％
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（３）市町村支援に係る取組について  
 

①研修の実施状況  

ア．市町村長申立てに関する研修の実施状況 

 

市町村長申立てに関する研修の実施状況 

 
 

イ．成年後見制度や権利擁護支援の必要性に関する研修の実施状況 

 

成年後見制度や権利擁護支援の必要性に関する研修の実施状況 

 

  

91.5

(43)

89.4

(42)

8.5

(4)


8.5

(4)



2.1

(1)

0 20 40 60 80 100

令和６年４月１日

（N=47）

令和５年４月１日

（N=47）

実施している 令和６年度中に実施予定 実施に向けて検討している 実施していない（検討中を除く）

％

87.2

(41)

87.2

(41)

4.3

(2)

4.3

(2)

8.5

(4)

8.5

(4)

0 20 40 60 80 100

令和６年４月１日

（N=47）

令和５年４月１日

（N=47）

実施している（年度中に実施予定を含む） 実施に向けて検討している 実施していない（検討中を除く）

％
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ウ．意思決定支援研修の実施状況 

 

意思決定支援研修の実施状況 

 

 

意思決定支援研修を実施していない理由 

 

  

72.3

(34)

46.8

(22)

19.1

(9)

4.3

(2)

46.8

(22)

4.3

(2)

6.4

(3)

0 20 40 60 80 100

令和６年４月１日

（N=47）

令和５年４月１日

（N=47）

実施している 令和６年度中に実施予定 実施に向けて検討している 実施していない（検討中を除く）

％

50.0

(1)

0.0

(0)

0.0

(0)

50.0

(1)

0.0

(0)

0.0

(0)

0 20 40 60 80 100

都道府県による意思決定支援研修の実施に関する

要望が出されていないため

管内市町村において意思決定支援研修が十分に

実施されているため

都道府県では意思決定支援に関する知見・ノウハウを

有していないため

管内市町村との調整が必要であるため

都道府県として都道府県による意思決定支援研修を

実施する必要性が感じられないため

その他
N=2

％
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②都道府県単位の協議会の設置状況  

 

都道府県単位の協議会の設置状況 

 

 

都道府県単位の協議会を設置していない理由 

 

  

78.7

(37)

74.5

(35)

14.9

(7)

4.3

(2)

25.5

(12)

2.1

(1)



0 20 40 60 80 100

令和６年４月１日

（N=47）

令和５年４月１日

（N=47）

設置している 令和６年度中に実施予定 設置に向けて検討している 設置していない（検討中を除く）

％

0.0

(0)

0.0

(0)

100.0

(1)

0 20 40 60 80 100

都道府県単位の協議会の設置に関する要望が出されていないため

都道府県として都道府県単位の協議会を設置する必要性が

感じられないため

その他（圏域単位の協議会を設置しているため）
N=1

％
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③市町村等への情報提供や相談対応の実施状況（都道府県の機能強化）  

 

ア．管内市町村からの相談に適切に対応するための相談窓口の整備状況 

 

管内市町村からの相談に適切に対応するための相談窓口の整備状況 

 
 

イ．体制整備アドバイザーの配置状況 

 

体制整備アドバイザーの配置状況 

 
 

ウ．権利擁護支援総合アドバイザーの配置状況 

 

権利擁護支援総合アドバイザーの配置状況 

 

  

66.0

(31)

63.8

(30)

4.3

(2)

8.5

(4)

29.8

(14)

27.7

(13)

0 20 40 60 80 100

令和６年４月１日

（N=47）

令和５年４月１日

（N=47）

整備している 整備に向けて検討している 整備していない（検討中を除く）

％

74.5

(35)

70.2

(33)



2.1

(1)

25.5

(12)

27.7

(13)

0 20 40 60 80 100

令和６年４月１日

（N=47）

令和５年４月１日

（N=47）

配置している 配置に向けて検討している 配置していない（検討中を除く）

％

53.2

(25)

44.7

(21)

8.5

(4)

21.3

(10)

38.3

(18)

34.0

(16)

0 20 40 60 80 100

令和６年４月１日

（N=47）

令和５年４月１日

（N=47）

配置している 配置に向けて検討している 配置していない（検討中を除く）

％
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（４）都道府県別 KPI 達成状況  
 

 

都道府県名
達成項目数

(予定を含む)

①担い手の

育成方針

の策定

②市民後見人

養成研修

の実施

③法人後見

実施団体の

養成研修

の実施

④市町村長

申立てに

関する研修

の実施

⑤協議会設置

⑥意思決定

支援研修

の実施

北海道 6 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

青森県 4 ○ ◎ ◎ ◎

岩手県 4 ◎ ◎ ◎ ◎

宮城県 3 ○ ○ ◎

秋田県 6 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

山形県 6 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○

福島県 4 ○ ◎ ◎ ◎

茨城県 4 ○ ◎ ○ ◎

栃木県 5 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

群馬県 5 ◎ ◎ ◎ ◎ ○

埼玉県 5 ○ ○ ◎ ◎ ◎

千葉県 1 ◎

東京都 6 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

神奈川県 6 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

新潟県 4 ○ ◎ ◎ ◎

富山県 6 ○ ○ ○ ◎ ○ ◎

石川県 4 ○ ◎ ◎ ◎

福井県 3 ◎ ◎ ○

山梨県 5 ○ ◎ ◎ ○ ◎

長野県 6 ○ ○ ◎ ○ ◎ ○

岐阜県 5 ○ ◎ ◎ ◎ ◎

静岡県 6 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

愛知県 6 ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎

三重県 4 ◎ ◎ ○ ○

滋賀県 5 ◎ ○ ◎ ◎ ◎

京都府 5 ○ ◎ ◎ ◎ ◎

大阪府 5 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

兵庫県 5 ○ ○ ◎ ◎ ○

奈良県 6 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

和歌山県 4 ○ ◎ ◎ ◎

鳥取県 5 ◎ ◎ ◎ ○ ◎

島根県 2 ◎ ◎

岡山県 5 ○ ◎ ◎ ○ ◎

広島県 5 ◎ ○ ○ ◎ ○

山口県 5 ◎ ○ ◎ ◎ ◎

徳島県 6 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

香川県 6 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

愛媛県 6 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎

高知県 4 ○ ◎ ◎ ◎

福岡県 5 ○ ◎ ◎ ◎ ◎

佐賀県 5 ○ ◎ ○ ○ ○

長崎県 6 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

熊本県 6 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

大分県 6 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

宮崎県 6 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

鹿児島県 3 ○ ◎ ◎

沖縄県 3 ◎ ◎ ○

達成項目数

(予定を含む)
－ 41 23 30 47 44 43

※◎：令和６年４月１日時点で策定済み/実施済み/設置済み

※○：令和６年４月１日時点で策定予定あり/実施予定あり

※空欄：検討中/策定予定なし/実施予定なし/設置予定なし


